
 

 

 

 
 

こねっと！加盟社会福祉協議会 特設相談日のお知らせ 
  特設相談は、お住まいの町村以外でも無料で相談することができます。 

特設相談のご利用は、事前に電話等でお問合せくださいますようお願いいたします。 
 

 

 

各町村社協では月曜日から金曜日の午前 9 時 00 分から午後 5 時 00 分まで電話相談を

おこなっております。一人で悩まずにご相談ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会
津
坂
下
町
社

協 

弁護士相談 

2月 3 日（金） 

午前 10 時 00分 

  ～午後３時 00分 

お問合せ先☎0242-83-1368 

西
会
津
町
社
協 

心配ごと相談 

2月 7日（火）、27日（月） 

午前 9時 30分～正午 

お問合せ先☎0241-45-4259 

柳
津
町
社
協 

弁護士相談 

2月 28 日（火） 

午前 9 時 30分 

  ～午前 11時 30分 

お問合せ先☎0241-42-3418 

三
島
町
社
協 

心配ごと相談 

2 月 16日（木） 

午前 9時 30分 

  ～午前 11時 30分 

お問合せ先☎0241-52-3344 

 

（発行） 

会津坂下町社会福祉協議会☎0242-83-1368 西会津町社会福祉協議会☎0241-45-4259 

柳津町社会福祉協議会☎0241-42-3418    三島町社会福祉協議会☎0241-52-3344 

金山町社会福祉協議会☎0241-55-3336    昭和村社会福祉協議会☎0241-57-2655 

◇◆◇ 収集ボランティア情報 ◇◆◇ 

 書き損じハガキ・未使用切手で 

盲導犬を応援します 

 

 昭和村社会福祉協議会では、書き損じハガ

キ・未使用切手の収集を呼びかけ、日本盲導

犬協会へ送付しております。送られたハガキ

は切手と交換され、日本盲導犬協会の通信費

（郵送料）として役立てられています。 

よろしくお願いします 

福島県消費生活センターより 

ＬＩＮＥ公式アカウントのご案内 
 

若年者の消費者被害防止を図る 

ことなどを目的として、ＬＩＮＥ公式 

アカウントを活用した情報を毎月 

発信しています。 
 

友だち登録方法（どちらかを選んでください） 

①右下のQRコードをスマートフォンで読み取る 

 

②ＬＩＮＥのＩＤ検索欄で 

「@930esdof」を検索 



 

 


